
岩手県公安委員会告示第11号 

 運転免許取得者教育の認定に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第４号）第７条第１項の規定により、運転免許取得者教

育を行う者から次のとおり変更する旨届出があった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  令和３年12月24日 

岩手県公安委員会 

委員長 石 川   哲  

運転免許取得者教育を行

う者の氏名又は名称 

運転免許取得者教育に使

用する施設の名称 
変更事項 

内 容 

変更前 変更後 

株式会社岩手自動車学校 岩手自動車学校 代表者の氏名 菊池 信太郎 山本 武司 

合資会社中央自動車学校 中央自動車学校 
運転免許取得者教育を行う

者の氏名又は名称 

合資会社中央自動車

学校 

株式会社中央自動車

学校 

合資会社中央自動車学校 岩手中央自動車学校 
運転免許取得者教育を行う

者の氏名又は名称 

合資会社中央自動車

学校 

株式会社中央自動車

学校 
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